
令和５年第３回美馬市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和５年３月２４日（金）午後２時～

２．開催場所 美馬市役所北館１階１０１，１０２会議室

３．出席委員

４．欠席委員

５．事務局

６．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名について

第２ 議案第１１号 農地法第３条の規定による許可の取消願について

第３ 議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について

第４ 議案第１３号 農地法第５条の規定による許可申請について

第５ 議案第１４号 非農地証明願について

第６ 議案第１５号 美馬市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程

を廃止する訓令について

第７ 議案第１６号 令和４年度第１２期農用地利用集積計画について（諮問）
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１６番 安達 英雄

１７番 藤岡 由信

１９番 村上 一好

８番 尾方 隆子 １１番 櫻間 芳幸

１８番 松家 安信

局 長 中津 圭二

事務主任 大久保 政博

事務主任 小島 靖彦



７．会議の概要

開会 午後２時００分

事務局長 それでは、ただ今より、令和５年第３回美馬市農業委員会総会を始めさせ

ていただきます。本日、欠席する旨の届出のありました委員は、８番・尾方

委員さん、１１番・櫻間委員さん、１８番・松家委員さんの３名です。只今

の出席委員は、１６名であり、定足数に達しておりますので、ご報告いたし

ます。

それでは、はじめに、長浦会長から、ご挨拶をいただきたいと思います。

会長 委員の皆様、こんにちは。

総会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

各委員さんにおかれましては、公私ともに大変お忙しいところ、令和５年

第３回 農業委員会総会に、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。桜の開花も始まりまして、春らしく過ごしやすい季節となってまいりま

したが、まだまだ、朝晩冷え込む日もございます。皆様方には、これから本

格的な農繁期を迎えるにあたり、お体には、十分ご留意を頂きたいと思いま

す。

さて、現体制での委員の任期も、本年７月１９日までの残された期間とな

りましたが、４月１日からは、３条許可の下限面積の廃止も施行されますこ

とから、非常に難しいご審議を頂くことが予想されますが、引き続きご協力

をお願いします。

それでは、議事につきましては、日程どおり進めたいと思いますが、スム

ーズな議事運営に、ご協力をお願いします。

事務局長 ありがとうございました。議長につきましては、会議規則第６条に基づき、

会長が、総会の議長として議事を整理していただきますので、どうぞよろし

くお願い致します。

議長 それでは早速でございますが、会議を始めさせていただきます。着座での

進行とさせていただきます。日程第１ 議事録署名委員の指名についてでご

ざいますが、いつもの例により、議長の指名でよろしいでしょうか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 ありがとうございます。

それでは、９番・河野委員、１０番・小田委員のお二人にお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

議長 次に、日程第２ 議案第１１号 農地法第３条の規定による許可の取消に

ついて、事務局に説明を求めます。

（事務局長 挙手）



事務局長 議案第１１号 農地法第３条の規定による許可の取消願、２案件について、

説明いたします。

議案書の１ページをお願いいたします。

番号１です。

申請地は、美馬町字東岸ノ下１８番、地目等の詳細は、議案書記載のとお

りです。申請地は、旧郡里小学校の南東約６００ｍに位置する第１種農地で

す。貸人は、吉本達也。借人は、株式会社中江農園 代表取締役 中江 功

であります。この案件は、株式会社成島建設が営農型太陽光発電施設を設置

するとして、５条許可を受けた関連案件となります。太陽光パネル施設の下

部農地において、貸人、吉本達也が、借人、株式会社中江農園と貸借権の設

定を行ないシキミを栽培するとして、令和４年２月２５日付け、美農委指令

第１１号により、３条許可を受けております。今回、貸借権の設定を改め、

売買契約を締結するという協議が成立したことから、貸人、借人双方から許

可の取消願が提出されました。

次に、番号２です。

こちらも、番号１と同様の内容となります。

申請地は、美馬町字東岸ノ下１９番２、地目等の詳細は、議案書記載のとお

りです。申請地は、番号１の南側に隣接する農地です。貸人は、田中耕治、

借人は、株式会社中江農園 代表取締役 中江 功であります。令和４年２

月２５日付け、美農委指令第１３号による３条許可の取消となります。

なお、２案件の許可の取消に伴ない、後ほど、議案第１２号で、売買によ

る３条許可申請について、ご審議を頂くこととなります。

以上で、農地法第３条の規定による許可の取消願について、説明を終わら

せていただきます。

議長 ありがとうございました。

農地法第３条の許可の取消願でございますが、この２案件につきましては、

取消願を認め、申請者に取消決定通知書を交付するという審議となります。

また、今回の申請において、議事参与の制限の対象となる案件が、１件ござ

います。そのため、順番が前後しますが、議事参与の対象となる案件を、先

にご審議いただきまして、その後に、残り１件の申請案件をご審議いただく

という順番として、よろしいでしょうか

委員一同 （異議なしの声）

議長 それでは、議事参与の制限の対象者となりますのは、番号２の申請に係る

１３番・田中委員です。よって、田中委員の退室を求めます。



当該案件の審議が終了次第、再度入室をしていただきますので、よろしくお

願いします。小休します。

（１３番・田中委員、退室後）

議長 再開します。それでは、番号２につきましての審議を行います。

何か、ご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。

一同 （何もなし）

議長 それでは、番号２につきまして、お諮りいたします。

３条許可の取消決定通知書を交付することと決定してよろしいでしょうか。

一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。

よって、許可の取消決定通知書を交付することと、決定いたします。

１３番・田中委員の入室を認めます。小休します。

（１３番・田中委員、着席後）

議長 それでは、小休前に戻りまして、再開いたします。

続きまして、番号１についての討議に移らせていただきたいと思います。

何か、ご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。

（７番・河野委員挙手）

議長 ７番・河野委員どうぞ。

７番

河野 弘彦

委員

7番・河野です。

申請農地ですが、過去に営農型太陽光パネルを設置するということで、一時

転用許可がされていると思うのですが、太陽光発電の下部において、作物を

栽培するということ自体においては、変更はないのでしょうか。

（事務局長、挙手）

事務局長 今回の３条許可の取消申請につきましては、貸借権設定で受けた３条許可

を売買に変更するための申請となります。営農型太陽光における事業計画と

しては、下部農地において、シキミを栽培するとした計画であり、事業計画

の変更はございません。契約形態が変更となることから、取消決定後、後ほ

ど、ご審議頂くこととなりますが、新たな３条売買の許可を受けるための申

請でございます。

７番

河野 弘彦

委員

理解しました。

ありがとうございました。

議長 お諮りいたします。

番号１につきまして、許可の取消決定通知書を交付することに、ご異議は、



ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。

よって、番号１につきましても、取消決定通知書を交付することと、決定い

たします。

議長 次に、日程第３ 議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、事務局に説明を求めます。

（事務局長 挙手）

事務局長 議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について、説明いたし

ます。今回、第３条は１０案件でございますが、これらの申請について、法

定の添付書類は整っております。

議案書２ページをお開き下さい。

番号１です。

申請地は、美馬町字瀧下４６番、竹ノ内１５５番１ほか２筆、宮前１２０番

ほか２筆、合わせて、７筆の農地で、詳細は、議案書に記載のとおりです。

面積は、合わせて、３，５６７㎡であります。譲渡人は、吉田 基弘、譲受

人は、黒川 邦晴であります。耕作面積は、１３，３５５㎡。通作距離は、

１５kｍで、稼働人員は 1人となっています。この農地は、売買による譲受

けとなっています。農地取得後は、水稲及び野菜の作付けを行うこととして

おります。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、四

国三郎の郷から北東に、約２５０ｍから１．０kmに位置する農地であります。

次に、番号２です。

申請地は、美馬町字西高畑４４番３、中東原８８番２。地目は、すべて、田。

面積は、合わせて、１，４９１㎡であります。譲渡人は、佐々 みさ子、譲

受人は、藤原 利廣であります。耕作面積は、３１，５２８㎡。通作距離は、

６００ｍで、稼働人員は ３人となっています。この農地は、売買による譲

受けとなっています。農地取得後は、ブロッコリー等の季節野菜や水稲の作

付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとお

りです。申請地、西高畑４４番３は、美馬中学校の南西に約６００ｍ、中東

原８８番２は、美馬中学校の西、約２００ｍに位置する農地であります。

次に、番号３です。

申請地は、美馬町字中東原１０３番。地目は、畑。面積は、７４７㎡であり

ます。譲渡人は、西村 和子、譲受人は、番号２と同じで、藤原 利廣であり



ます。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、レタ

ス等の季節野菜の作付けを行うこととしております。申請地は、美馬中学校

の西、約４００ｍに位置する農地であります。

３ページをお願いします。

次に、番号４です。

申請地は、美馬町字中須３８番４。地目は、田。面積は、４３１㎡でありま

す。譲渡人は、平尾 敏、譲受人は、三好 昌弘であります。耕作面積は、

１１，２９６㎡。通作距離は、５００ｍで、稼働人員は ２人となっていま

す。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、水稲の

作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のと

おりです。申請地は、旧郡里小学校の南、約４８０ｍに位置する農地であり

ます。

次に、番号５、番号６は、関連案件でございますので、一括して説明いた

します。

こちらの案件は、議案第１１号の３条許可、賃借権設定の許可取消に伴なう、

売買による許可申請となります。番号５の申請地は、美馬町字東岸ノ下１８

番。番号６の申請地は、東岸ノ下１９番２です。地目等の詳細は、記載のと

おりです。番号５の譲渡人は、吉本 達也。番号６の譲渡人は、田中 耕治

であります。譲受人は、株式会社 中江農園 代表取締役 中江 功でありま

す。耕作面積は、７，８１９㎡。通作距離は、５０kｍで、稼働人員は 3人

となっています。先程の許可の取消の審議でご説明いたしましたとおり、貸

借権の設定による３条許可の取消を行ない、新たに売買を行うものです。な

お、先程の説明と重複いたしますが、第１種農地における営農型太陽光発電

施設の一時転用許可を受けており、農地取得後は、シキミの栽培を行うこと

としております。

次に、番号７です。

申請地は、脇町木ノ内字正アカ池３８３９番２。地目は、田。 面積は、３

６０㎡であります。譲渡人は、尾形 吉弘、譲受人は、野口 治男であります。

耕作面積は、４，３１０㎡。通作距離は、５０ｍで、稼働人員は、 １人と

なっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後

は、水稲の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書

に記載のとおりです。申請地は、美馬警察署脇町野村駐在所の東、約３００

mに位置する農地であります。



４ページをお願いします。

次に、番号８です。

申請地は、脇町字井口東２７８番ほか１筆、脇町字上ノ原６１番１ほか４筆

合わせて、７筆の農地です。地目等の詳細は、記載のとおりです。面積は、

合わせて、８，２５３㎡であります。譲渡人は、美馬 進、譲受人は、前田 喜

久 であります。耕作面積は、５５，１６０㎡。通作距離は、５００ｍで、

稼働人員は ３人となっています。この農地は、売買による譲受けとなって

います。農地取得後は、麦と水稲の作付けを行うこととしております。農機

具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、上ノ原集会所から

約２００ｍから５００ｍに位置する農地であります。

次に、番号９です。

申請地は、脇町大字北庄字上庄１２６９番２、大字猪尻字西上野５２番。

地目は、それぞれ、田。面積は、合わせて、２，０８４㎡であります。

譲渡人は、青木 禎、譲受人は、平田 唯幸であります。

耕作面積は、４，２６９㎡。通作距離は、４００ｍで、稼働人員は ２人と

なっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後

は、水稲の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書

に記載のとおりです。申請地は、農業共済組合西部支所の北西、約４００ｍ

に位置する農地であります。

次に、番号１０です。

申請地は、脇町字拝原８８７番１、８８９番１。地目は、それぞれ、田。面

積は、合わせて、１，６０３㎡であります。譲渡人は、藤本 正義、譲受人

は、河野 弘彦であります。耕作面積は、５，９７７㎡。通作距離は、１k

ｍで、稼働人員は ２人となっています。この農地は、売買による譲受けと

なっています。農地取得後は、水稲の作付けを行うこととしております。農

機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、脇町東部団地の

南、約１５０ｍに位置する農地であります。

以上、これらの１０案件は、法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件を満たしていると考えます。農地法第３条の規定による許可申請につ

いての概要説明を終わらせていただきます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。

番号１は、１番・藤本委員さんお願いします

１番 １番・藤本です。３月１９日に現地確認を行いました。現地確認しました



藤本 尚人

委員

ところ、これらの農地は、複数の場所に点在しておりますが、現在も、耕作

がされており、新たに、これらの農地を引継ぎ耕作を行なっていくというこ

とでございますので、問題ないと思われます。

議長 ありがとうござました。

番号２、番号３は、５番・藤原委員さんお願いします。

５番

藤原 昌樹

委員

５番・藤原です。先日、現地確認してまいりました。番号２、番号３は、

いずれも、藤原 利廣さんが取得されるということですが、農業への取り組

みも熱心な方であり、また、若い後継者もいることから、問題ないと思われ

ます。

議長 ありがとうございました。

番号４は、１３番・田中委員さんお願いします。

１３番

田中 耕治

委員

１３番・田中です。

３月２３日に、現地確認いたしました。特に、問題ないと思われますので、

ご審議よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。

番号５、番号６は、以前に確認済みです。

番号７は、６番・蔭山委員さんお願いします。

６番

䕃山 勝利

委員

６番・䕃山です。

本日、現地確認いたしました。申請地に隣接する農地も、譲受人の野口さん

が耕作しており、申請地も合わせて耕作されるということで、何ら問題ない

と思われます。ご審議よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。

番号８は、１９番・村上委員さんお願いします。

１９番

村上 一好

委員

１９番・村上です。

３月２２日に、現地確認いたしました。７筆の農地のうち、１箇所は、雑草

が生え１ｍぐらいになっておりますが、その他の農地は、トラクターで耕運

され、よく管理されております。特に、問題ないと思われますので、ご審議

よろしくお願いします。

議長 番号９は、９番・河野委員さんお願いします。

９番

河野耕八郎

委員

９番・河野です。

３月２３日に、現地確認いたしました。北庄、上庄と猪尻、西上野の２筆の

農地でございますが、字界に隣接する日当たりの良い優良農地でございま

す。譲受人の平田さんも大農家でありますので、問題ないと思われます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

議長 番号１０は、４番・原田委員さんお願いします。

４番 ４番・原田です。３月１６日に現地確認いたしました。



原田 政憲

委員

何ら問題ないと思われますので、ご審議よろしくお願いします。

議長 ご報告、ありがとうございました。

これから、討議に移らせて頂きたいと思います。今回の３条申請においては、

２件の議事参与の制限の対象者となる案件がございます。番号６が、１３

番・ 田中委員、番号１０が、７番・河野委員となります。そのため、一括

して、質疑をお受けした後、議事参与の対象となる審議案件の採決を先に行

い、その後、残りの８案件についての採決を行なう順番として、よろしいで

しょうか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 それでは、番号１から 番号１０までの案件につきまして、何か、ご意見、

ご質疑は、ございませんでしょうか。

議長 無いようです。

それでは、先に、議事参与案件２件の採決を行いますので、１３番・田中委

員、７番・河野委員の退室を求めます。当該案件の審議が終了次第、再度入

室をしていただきますので、よろしくお願いします。小休します。

（７番・河野委員、１３番・田中委員 退室後）

議長 再開します。

それでは、番号６、番号１０について、お諮りいたします。

許可することに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと、認めます。

よって、番号６、番号１０の２案件につきましては、許可することと決定い

たします。７番・河野委員、１３番・田中委員の入室を認めます。

小休します。

（７番・河野委員、１３番・田中委員、着席後）

議長 それでは、小休前に戻りまして、再開いたします。

続いて、番号１から番号５、番号７から番号９までの残り８案件について、

お諮りいたします。許可することに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、残り８案件につきましても、許可すること

と決定いたします。

以上、議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請１０案件につき

ましては、許可することと、決定いたします。



議長 次に、日程第４ 議案第１３号 農地法第５条の規定による許可申請につい

て、事務局からの説明を求めます。

事務局長 議案第１３号 農地法第５条の規定による許可申請について、５案件の説

明をさせていだだきます。この５条申請については、法定の添付書類は整っ

ております。

議案書の５ページをお願いいたします。

番号１です。

転用場所は、美馬町字宮前５７番２。地目は、畑。面積は、３３６㎡であり

ます。譲渡人は、岡島 妙子、譲受人は、大西 志乃であります。居宅の建築

及び進入路の設置に伴う所有権移転による追認による許可申請です。

申請地は、平成１８年、農地に隣接する宅地に建っていた古家を取り壊し、

新たに木造平屋建、１棟を建築した際、宅地と申請農地を跨ぐ形で建築が行

なわれており、宅地・進入路・庭として、現在利用されております。この度、

不動産業者を通じて、譲受人との売買契約の話がまとまり、手続きを進める

にあたり、農地法の許可が必要であったことを知り、追認による許可申請に

至ったものです。譲渡人からは、今後は、このようなことが無いように農地

法を遵守致しますとの内容の始末書が提出されております。申請地は、宮北

コミュニティセンターの北東、約８０ｍに位置する農地で、農地区分は、農

振農用地指定のない農地、白地であり、農地区分は、第２種農地と判断をさ

れます。

次の、番号２、番号３は、関連案件となりますので、一括して説明いた

します。

こちらの案件は、令和３年５月１２日付け、徳島県指令西総第３９０３６号

で県許可を受けて、低圧の太陽光発電施設を設置するとした内容の申請に伴

う事業者の変更並びに事業計画の変更となります。当初の計画といたしまし

ては、番号２に記載の面積、美馬町字中山４１番１、面積、６８６㎡のうち、

１７１．９４㎡。中山４１番３、面積、１，１３１のうち、１，０５４㎡。

合わせて、１，２２５．９４㎡において、貸人、都築 芳秀 と 借人、（株）

エコライフジャパン 代表取締役 嶋田 昌浩 との間において、１８年間の貸

借権設定により、太陽光発電施設を設置するとした部分転用による許可を受

けておりました。許可後、工事を実施した際、当初の事業計画と違った形で

の施工が行われ、許可を受けていない農地部分にまで及んで太陽光パネルが

設置され、違反転用状態となり、既に工事が完了しております。番号３に記



載した面積、１，６５７㎡が、実際の転用面積となります。また、当初計画

では、事業者が、（株）エコライフジャパン 代表取締役 嶋田 昌浩 で許可

を受けておりましたが、許可後においてにおいて、事業者の変更が行 なわ

れており、現在は、（株）井上建装 代表取締役 井上 嘉晃 となっており

ます。この度、事後における申請となりますが、これらの当初計画内容との

齟齬を正すため、追認による許可申請に至ったものです。なお、施工当時の

事業者である（株）エコライフジャパンから始末書の提出がされております。

６ページをお願いします。

番号４です。

転用場所は、美馬町字坊ヶ谷６番２、６番４。地目は、それぞれ、畑。面積

は、合わせて、１，５５７㎡であります。なお、併せて利用する土地は、議

案書記載のとおりです。貸人は、戸島 賢、借人は、株式会社 GLOBAL

代表取締役 髙木 伸也であります。産業廃棄物中間処理施設の拡張に伴う、

１０年間の賃貸借権設定による転用申請です。申請理由としまして、転用者

は、現在、木材をチップにする中間処理施設を営んでおりますが、新たな事

業として、プラスチックの破砕、コンクリート殻処理施設の許可を受ける予

定です。申請地には、単管パイプ造、トタン屋根の倉庫、建築面積、１６０

㎡を建築します。また、コンクリート殻破砕ヤード、混合廃棄物分別ヤード

を設置します。造成計画としまして、現状地盤のまま整地します。取水排水

はありません。雨水については、敷地内で自然地下浸透とします。申請地は、

美馬インターチェンジの北西、約１５００ｍに位置する農振農用地指定外の

白地であり、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

次に、番号５です。

転用場所は、穴吹町三島字三谷２４０番１ほか３筆、詳細は、記載のとおり

です。面積は、合わせて、６，４１０㎡であります。こちらの申請地は、昨

年５月総会で、太陽光発電施設を設置するとしてご審議頂き、許可相当とな

った農地となりますが、その後、譲渡人と譲受人の間で、契約が不成立とな

ったため、昨年６月３日付け、取下げ申請が提出されております。

この度、新たな者を太陽光発電事業者とする転用申請となります。譲渡人は、

堤 一、譲受人は、株式会社クリーンエネルギー 代表取締役 義村 謙二

であります。フィット法による高圧太陽光発電施設の設置に伴う、所有権移

転による転用申請です。計画としまして、不陸整正後、防草シートを敷設し

ます。周囲には、フェンスを設置します。取水・排水等は生じません。雨水

は自然浸透とします。申請地は、穴吹林業総合センターの東、約５００ｍに



位置する農振農用地指定のある農地でありますが、農振除外がなされてお

り、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

以上で、農地法 第５条の規定による許可申請について、５案件の概要説

明を終わらせていただきます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。

番号１から番号３は、１番・藤本 委員さんお願いします。

１番

藤本 尚人

委員

１番・藤本です。

現地確認は、３月１９日におこなっております。まず、1番の案件ですが、
畑が既に住宅用地や進入路として使用されておりまして、塀の中の農地であ

りまして、周辺農地への影響もなく、始末書も提出されておりますことから、

問題ないと思われます。また、２番、３番の案件につきましても、事務局説

明のとおり、事後申請の案件となりますが、当初計画とは違った形で太陽光

発電施設が設置され工事完了しておりますが、現場確認いたしましたとこ

ろ、事業変更による周辺農地への影響はないと思われます。また、始末書も

提出されており、問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いします。

議長 ありがとうございました。

番号 4は、５番・藤原委員さんお願いします。
５番

藤原 昌樹

委員

５番・藤原です。

現地確認してまいりました。美馬町坊ケ谷の農地でありますが、実際、農業

をするのには日当たりも悪く、農業利用には適していない農地ですが、

GLOBAＬの高木さんが産業廃棄物の処理施設とすることには、問題ないと
思われます。ご審議よろしくお願いします。

事務局長 ありがとうございました。

番号５は、２番・谷委員さんお願いします。

２番

谷 富廣

委員

２番・谷です。

現地確認は、３月１９日に行いました。問題ないと思われます。

ご審議よろしくお願いします。

議長 ご報告、ありがとうございました。

それでは、番号１から番号５の許可申請５案件について、審議を行います。

何かご意見、ご質疑は、ございませんでしょうか。

（７番、河野委員挙手）

議長 ７番・河野委員どうぞ。

７番 ７番・河野です。



河野 弘彦

委員

異議はないのですが、勉強のために質問させてください。２番の案件で、過

去に賃貸借権として、たぶん２０年間以上設定されておると思いますが、そ

れの事業計画変更として申請が出ておりますが、過去の賃貸借権の設定の取

消の後に、新しい人に、総面積を賃借というような形と私は考えているので

すが、賃借権の取消がうたわれてないようなのですが、これは、同じ土地に

二重の賃借権があると考えてよろしいのですか。

（事務局担当、挙手）

事務局担当 登記等においては、前の事業者の方で賃貸借の権利設定はしておりません

ので、そのまま、次の事業者が設定を行うということとなります。

７番

河野 弘彦

委員

ありがとうございました。

議長 他に、ございませんか。

それでは、お諮りいたします。この番号１から番号５の５案件について、許

可相当とすることに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、議案第１３号 農地法第５条の規定による

許可申請、５案件につきましては、許可相当と決定し、県へ意見書を送付い

たします。

議長 次に、日程第５ 議案第１４号 非農地証明願について、事務局からの説明

を求めます。

事務局長 議案第１４号 非農地証明願につきまして ３件の説明をいたします。

議案書７ページをお願いします。

番号１です。

申請場所は、脇町馬木字北馬木８９２番３。地目は、畑。面積は、２３７㎡

となります。申請者、中山 キヌヱより非農地証明願が提出されております。

申請農地は、馬木集会所の北、約５０ｍに位置する農地です。昭和５７年６

月に隣接する宅地に居宅を建築した際、農地転用許可が必要であることを知

らずに、申請農地に地番をまたぐ形で建築が行われ、駐車場や庭として利用

していたとのことであります。申請者から提出されました日本地図センター

発行による当時の航空写真からも、既に宅地として利用されていたことが確

認できます。また、農林課において、農振農用地指定のない農地、白地であ

ることを確認しております。申請地は、宅地化されて、４０年以上が経過し

ており、非農地証明の許可要件である２０年を経過しており、農地への復元

が不可能であり、農地行政上、支障がないと認められる土地であると判断が



されます。

次に、番号２です。

申請場所は、脇町字西赤谷２０４番１、２０４番３、２０４番４。地目等詳

細は記載のとおりです。面積は、合わせて、１，８６７㎡となります。

申請者、結城 英二より、非農地証明願が提出されております。申請農地は、

共進集会所の北、約１０ｍに位置する農地で、土地賃貸借契約が交わされた

土地であります。昭和５７年４月に申請地に産婦人科の医院が開業した際、

病院建物が建築され、また、個人宅地として、現在まで利用されています。

申請者から提出されました日本地図センター発行による当時の航空写真か

らも、既に宅地として利用されていたことが確認できます。また、農林課に

おいて、農振農用地指定のない農地、白地であることを確認しております。

申請地は、宅地化されて、４０年以上が経過しており、非農地証明の許可要

件である２０年を経過しており、農地への復元が不可能であり、農地行政上、

支障がないと認められる土地であると判断がされます。

８ページをお願いします。

次に、番号３です。

申請場所は、穴吹町三島字三谷３１０番１。地目は、田。面積は、７４５㎡

となります。申請者、佐藤 茂樹 より、非農地証明願が提出されております。

申請農地は、穴吹林業総合センターの西に隣接する農地です。過去には、水

田として利用された農地でありますが、水利状況が劣悪であり、耕作には不

向きな農地であったことから、２０年以上、放置したことにより、隣接する

山林から竹による侵食が進み、現在は、竹林となったものです。申請者から

提出されました日本地図センター発行による当時の航空写真からも、既に山

林化された状態であることが確認できます。また、農林課において、農振農

用地指定のない農地、白地であることを確認しております。申請地は、非農

地証明の許可要件である２０年を経過しており、農地への復元が不可能であ

り、農地行政上、支障がないと認められる土地であると判断がされます。

非農地証明願につきましては、以上でございます。

議長 それでは、現地確認報告を求めます。

番号１は、１１番・櫻間委員さんは欠席ですので、事務局より報告を求め

ます。

事務局長 １１番・櫻間委員より、先日、事務局と現地確認を行った結果、問題の



あるところはございませんでしたとのご報告を頂いております。以上です。

議長 次に、番号２は、４番・原田委員さんお願いします。

４番

原田 政憲

委員

４番・原田です。３月１５日、事務局と現地確認を行った結果、問題のあ

るところは、ございませんでした。よろしくお願いします。

議長 番号３は、２番・谷委員さんお願いします。

２番

谷 富廣

委員

２番・谷です。３月１４日、事務局と現地確認を行った結果、問題のある

ところは、ございませんでした。ご審議、よろしくお願いします。

議長 ご報告、ありがとうございました。それでは、審議を行います。

何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

（何もなし。）

議長 無いようです。

それでは、お諮りいたします。非農地証明願い３案件について、非農地証明

書を発行することに、ご異議はございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。よって、議案第１４号 非農地証明願、３案件につ

いては、非農地証明を発行することと決定いたします。

議長 次に、日程第６ 議案第１５号 美馬市農業委員会が管理する個人情報の保護

に関する規程を廃止する訓令について、事務局からの説明を求めます。

事務局長 議案第１５号 美馬市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程

を廃止する訓令について説明いたします。

国において、令和３年５月１９日公布されました、個人情報の保護に関する

法律 において、現在、地方公共団体が個々に条例等で定めている個人情報

保護制度について、法に基づく全国的な共通ルールにより運用することとな

り、本年４月１日施行されることとなります。このことに伴い、美馬市にお

いても、現行で定める「美馬市個人情報保護条例」は、令和５年３月１７日

に市議会の議決を受け、廃止となりました。このことに伴い、美馬市農業委

員会において定めております個人情報の保護に関する規程につきましても、

同様に廃止が必要となります。以上により、美馬市農業委員会が管理する個

人情報の保護に関する規程を廃止する訓令についてを上程しております。

議長 それでは、審議を行います。何かご意見、ご質疑はございませんでしょう

か。

（何もなし。）



議長 お諮りいたします。

それでは、美馬市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規程を廃止

する訓令について、原案どおりとすることに、ご異議は、ございませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号 美馬市農業委員会が管理する個人情報の保護に関

する規程を廃止する訓令について、原案どおりとすることと決定いたします

議長 次に、日程第７ 議案第１６号 令和４年度第１２期美馬市農用地利用集積

計画書についてでございます。このことにつきましては、農業経営基盤強

化促進法第１３条第１項の規定による農用地利用関係調整の結果、利用権

認定等促進事業の実施が認められましたので、市長に要請するもので、これ

は諮問でございます。

お手元にお渡しをしております資料のとおり、

・新規の利用権設定面積は、 ２２，２１２ ㎡、

・更新の利用権設定面積は、 ２７，１６５ ㎡です。

・利用権設定筆数は、 ８１ 筆、

・利用権を設定する件数、延べ ２０ 件、

・利用権設定を受ける者・組織は、 １５ 件です。

以上の計画は、１８条第３項の、各要件を満たしております。

ご意見ございますか。

（何もなし。）

議長 お諮りいたします。それでは、議案第１６号 令和４年度第１２期美馬市農

用地利用集積計画書については、原案どおり決定することに、ご異議は、ご

ざいませんか。

委員一同 （異議なしの声）

議長 異議なしと認めます。このことについては、原案どおり決定し、市長へ答

申することといたします。

議長 以上で、本日の議案審議は、全て終了いたしました。

これをもちまして、令和５年 第３回美馬市農業委員会総会を閉会いたしま

す。

なお、次回の総会は、４月２７日（木）午後２時からの開催予定です。

本日は、大変お疲れさまでございました。
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